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二
〇
一
一
年
は
欧
米
揃
っ
て
暑
い
夏
と
な
っ
た
。
五
・
六
月
ギ
リ

シ
ャ
危
機
再
燃
、
七
月
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
へ
金
融
危
機
拡
大
、

八
月
に
は
ア
メ
リ
カ
国
債
格
下
げ
に
始
ま
る
相
乗
的
な
欧
米
金
融
危

機
。
欧
米
共
に
世
界
金
融
・
経
済
危
機
前
の
生
産
水
準
に
達
し
て
い
な

い
の
に
、
経
済
は
停
滞
に
向
か
い
そ
う
だ
。
一
九
三
〇
年
代
の
よ
う
な

経
済
停
滞
が
再
現
し
な
い
よ
う
世
界
協
力
へ
の
リ
ー
ダ
ー
が
ほ
し
い
。

　

ユ
ー
ロ
圏
の
危
機
は
昨
年
五
月
ギ
リ
シ
ャ
の
ソ
ブ
リ
ン
危
機
爆
発

に
始
ま
る
が
、こ
の
時
は
ユ
ー
ロ
が
暴
落
し
た
。だ
が
今
夏
に
は
ユ
ー

ロ
暴
落
は
起
き
ず
、
ト
リ
シ
ェ
欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
総
裁
が

言
う
よ
う
に
、
ユ
ー
ロ
危
機
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ユ
ー
ロ
圏
（
あ
る

い
は
Ｅ
Ｕ
通
貨
同
盟
）
危
機
の
深
刻
化
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
南
欧

三
小
国
（
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
を
超
え
て

危
機
は
拡
大
し
、
第
二
段
階
に
入
っ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
①
Ｅ
Ｕ
・

国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
の
支
援
を
受
け
る
ギ
リ
シ
ャ
の
状
況
悪

化
、
②
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
へ
の
金
融
危
機

の
波
及
、
③
Ｅ
Ｕ
・
ユ
ー
ロ
圏
政
治
の
後
追
い
的
で
不
安
定
な
危
機

対
応
、
④
ア
メ
リ
カ
の
危
機
と
の
相
乗
効
果
、
で
あ
る
。
複
雑
で
深

刻
な
危
機
と
い
え
よ
う
。

　

ユ
ー
ロ
圏
の
金
融
・
財
政
危
機
の
根
本
原
因
は
構
造
問
題
で
あ
る
。

ユ
ー
ロ
の
設
計
図
は
、一
九
八
〇
年
代
に
欧
州
通
貨
制
度
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
）

で
経
済
実
績
の
収
斂
を
達
成
し
た
西
欧
諸
国
に
よ
る
先
進
国
通
貨
同

盟
で
あ
っ
た
。し
か
し
加
盟
国
の
平
等
を
旗
印
と
す
る
欧
州
連
合（
Ｅ

Ｕ
）
は
南
欧
諸
国
の
通
貨
同
盟
入
り
を
拒
否
で
き
ず
、
南
欧
諸
国
が

揃
っ
て
加
盟
し
、
垂
直
的
通
貨
同
盟
へ
と
性
格
が
変
わ
っ
た
。

　

経
済
発
展
水
準
が
低
い
南
欧
諸
国
は
イ
ン
フ
レ
率
が
高
く
、
ユ
ー

ロ
の
実
質
金
利
は
非
常
に
低
く
な
り
、
不
動
産
ブ
ー
ム
・
消
費
ブ
ー

中
央
大
学
教
授

田
中
素
香

た
な
か　

そ
こ
う

一
九
四
五
年
生
ま
れ
。
九
州
大
学
大
学
院
経
済
学

研
究
科
博
士
課
程
中
退
。
東
北
大
学
教
授
、一
橋

大
学
教
授
な
ど
を
経
て
、二
〇
〇
四
年
か
ら
現
職
。

著
書
に
『
ユ
ー
ロ　

危
機
の
中
の
統
一
通
貨
』『
拡

大
す
る
ユ
ー
ロ
経
済
圏
』
な
ど
。

危
機
の
な
か
で
進
む
ユ
ー
ロ
圏
財
務
省
構
想

ギ
リ
シ
ャ
財
政
危
機
以
降
、

ユ
ー
ロ
の
存
在
そ
の
も
の
を
危
ぶ
む
声
ま
で
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ユ
ー
ロ
存
続
に
向
け
て
Ｅ
Ｕ
首
脳
が
取
り
組
む

財
政
・
金
融
危
機
へ
の
対
策
強
化
策
と
は
。

ユ
ー
ロ
危
機
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ム
が
生
じ
た
。
南
欧
諸
国
は
競
争
力
を
失
っ
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
二
桁

の
経
常
収
支
大
幅
赤
字
と
な
っ
た
が
、
高
金
利
目
当
て
に
民
間
資

本
が
流
入
し
、
不
均
衡
は
持
続
し
た
。
対
極
の
西
欧
・
北
欧
（
北
部
）

諸
国
は
物
価
安
定
に
よ
り
競
争
力
が
高
ま
り
商
品
と
資
本
の
輸
出

で
繁
栄
し
た
。
こ
の

不
均
衡
に
陥
っ
た
経

済
を
巨
大
な
世
界
金

融
・
経
済
危
機
が
直

撃
し
た
。
ユ
ー
ロ
圏

諸
国
の
経
済
は
大
き

く
落
ち
込
み
、
不
動

産
バ
ブ
ル
の
ひ
ど

か
っ
た
ス
ペ
イ
ン
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は

銀
行
・
家
計
の
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
危
機
、

さ
ら
に
南
欧
諸
国
全

体
が
財
政
赤
字
と
政

府
債
務
の
急
騰
か
ら

ソ
ブ
リ
ン
債
務
危
機

へ
と
進
ん
だ
。
西
欧

で
は
南
欧
諸
国
に
貸
し
込
ん
で
い
た
銀
行
が
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
問

題
に
陥
り
、
南
欧
か
ら
資
金
を
回
収
、
南
欧
の
不
況
を
さ
ら
に
悪

化
さ
せ
た
。

　

ユ
ー
ロ
圏
諸
国
は
三
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
（
表
参
照
）。
Ｅ

Ｕ
・
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
支
援
を
受
け
る
南
欧
三
小
国
は
、
財
政
赤
字
、
政

府
債
務
と
も
に
非
常
に
厳
し
い
が
、
と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ャ
が
問
題

だ
。
被
支
援
候
補
国
は
ス
ペ
イ
ン
と
イ
タ
リ
ア
だ
が
、
ス
ペ
イ
ン

は
財
政
赤
字
は
大
き
い
が
、
政
府
債
務
は
ド
イ
ツ
よ
り
低
い
。
イ

タ
リ
ア
は
財
政
赤
字
が
小
さ
く
政
府
債
務
は
大
き
い
。
今
夏
の
金

融
危
機
に
よ
り
一
〇
年
物
国
債
利
回
り
は
六
％
超
と
、
国
債
の
市

場
消
化
の
危
機
ラ
イ
ン
を
超
え
た
。
被
支
援
三
小
国
を
合
計
し
て

も
ユ
ー
ロ
圏
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
七
％
だ
が
、
イ
タ
リ
ア
は
一
六
・
八
％
、
ス

ペ
イ
ン
は
一
一
・
五
％
と
大
き
く
、
既
存
の
Ｅ
Ｕ
・
Ｉ
Ｍ
Ｆ
緊
急
支

援
策
で
は
金
融
危
機
に
対
応
で
き
な
い
。

　

政
府
債
務
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
）
を
縮
小
す
る
に
は
、
基
礎
的
財
政
収

支
を
改
善
す
る
か
、
名
目
経
済
成
長
率
が
国
債
利
子
率
よ
り
高
く

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
南
欧
諸
国
は
、
競
争
力
喪
失
、
財
政

緊
縮
、
マ
イ
ナ
ス
成
長
の
三
重
苦
の
中
に
あ
り
、
よ
ほ
ど
の
政
策

努
力
が
な
い
と
政
府
債
務
縮
小
は
難
し
い
。
フ
ラ
ン
ス
国
債
の
格

付
け
は
ト
リ
プ
ル
Ａ
だ
が
、
財
政
状
況
は
ス
ペ
イ
ン
と
似
て
お
り
、

安
泰
と
は
い
え
な
い
。

表　ユーロ圏諸国の財政赤字と政府債務（いずれもGDP比、％）

2009　　　　2010　　　　2011　　　 2012（年）

ドイツ
オランダ
フィンランド

15.4[127.1]
14.3[ 65.6]
10.1[ 83.0]

 

5.3[ 71.0]
3.2[119.8]
5.3[ 86.8]

 
 

1.2[ 81.1]
2.3[ 64.0]
0.7[ 52.2]

［注］カッコ内は政府債務。2011年と12年は欧州委員会の予想値。
［出所］European Commission, Spring Forecast, 2011.

10.5[142.8]
32.4[ 96.2]
 9.1[ 93.0]

 9.5[157.7]
10.5[112.0]
 5.9[101.7]

9.3[166.1]
8.8[117.7]
4.5[107.4]

ギリシャ
アイルランド
ポルトガル

スペイン
イタリア
フランス

11.1[ 53.3]
 5.4[116.1]
 7.5[ 78.3]

9.2[ 60.1]
 4.6[119.0]
 7.0[ 81.7]

6.3[ 68.1]
 4.0[120.3]
 5.8[ 84.7]

3.0[ 73.5]
 5.5[ 60.8]
 2.6[ 43.8]

3.3[ 83.2]
 5.4[ 62.7]
 2.5[ 48.4]

2.0[ 82.4]
 3.7[ 63.9]
 1.0[ 50.6]

被
支
援

候
補
国

強
硬
派
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ユ
ー
ロ
圏
首
脳
と
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
駆
け
引
き

　

ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
財
政
赤
字
は
小
さ
く
政

府
債
務
も
低
い
。
昨
年
ド
イ
ツ
の
成
長
率
は
三
・
七
％
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
も
三
％
台
を
維
持
す
る
。国
民
の
多
く
は
ユ
ー
ロ
の
ル
ー
ル（
財

政
赤
字
三
％
以
下
な
ど
）
を
破
っ
た
南
欧
諸
国
は
「
懲
罰
」
が
相
当

と
い
う
強
硬
派
で
あ
る
。
金
融
支
援
は
自
国
の
負
担
と
な
る
の
で
原

則
反
対
、
支
援
制
度
の
拡
充
に
も
消
極
的
だ
が
、
金
融
危
機
が
荒
れ

狂
っ
て
よ
う
や
く
支
援
策
を
小
出
し
に
す
る
。
ユ
ー
ロ
を
失
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
し
、
自
国
の
銀
行
が
南
欧
諸
国
に
債
権
を
保
有
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

他
方
ス
ペ
イ
ン
や
イ
タ
リ
ア
は
Ｅ
Ｕ
や
ユ
ー
ロ
圏
に
寛
大
な
支
援

措
置
を
求
め
る
。
ユ
ー
ロ
圏
が
共
同
債
を
発
行
し
て
危
機
国
の
資
金

調
達
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
「
ユ
ー
ロ
ボ
ン
ド
」
構
想
は
賛
成
者
が

増
え
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
な
ど
強
硬
派
の
国
々
は
拒
否
し
て
い
る
。

虚
々
実
々
の
駆
け
引
き
が
続
い
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
は
本
年
五
月
、
ギ
リ
シ
ャ
の
債
務
再
編
を
求
め
た
。
国
債

の
支
払
期
間
延
長
を
民
間
投
資
家
（
銀
行
な
ど
）
に
要
求
す
る
な
ど

の
「
ソ
フ
ト
」
な
債
務
再
編
（
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
も
い
う
）
に

よ
り
民
間
投
資
家
に
も
損
失
（
負
担
）
の
一
部
を
担
わ
せ
よ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
支
援
額
を
減
ら
せ
れ
ば
債
権
国
の
得
に
な
る
。
だ
が
、

格
付
機
関
が
デ
フ
ォ
ル
ト
と
宣
言
し
て
し
ま
え
ば
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
ギ
リ

シ
ャ
国
債
を
担
保
に
と
れ
な
い
の
で
、
ギ
リ
シ
ャ
の
銀
行
は
ユ
ー
ロ

資
金
を
調
達
で
き
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
経
済
は
死
ん
で
し
ま
う
。
金
融
市

場
は
緊
張
し
、
ギ
リ
シ
ャ
国
債
の
利
回
り
は
暴
騰
し
た
。

　

Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
金
融
市
場
の
安
定
と
ユ
ー
ロ
防
衛
に
重
点
を
置
い
て
い

る
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
一
〇
年
五
月
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
国
債
を
証
券
市
場
プ
ロ

グ
ラ
ム
（
Ｓ
Ｍ
Ｐ
）
と
い
う
非
伝
統
的
措
置
に
よ
っ
て
購
入
し
て
き

て
お
り
、
そ
の
額
は
五
〇
〇
億
ユ
ー
ロ
、
ギ
リ
シ
ャ
国
債
の
価
値
下

落
に
よ
り
大
き
な
損
失
を
被
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
債
務
再
編
に

慎
重
で
あ
る
。
結
局
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
デ
フ
ォ
ル
ト
と
な
っ
て
も
ギ
リ
シ
ャ

国
債
を
担
保
に
す
る
こ
と
で
一
件
落
着
し
た
。

　

本
年
八
月
の
危
機
で
は
イ
タ
リ
ア
・
ス
ペ
イ
ン
両
国
の
国
債
を
約

四
八
〇
億
ユ
ー
ロ
購
入
し
て
利
回
り
を
五
％
超
に
引
き
下
げ
、
危
機

の
緩
和
と
両
国
国
債
の
市
場
消
化
に
貢
献
し
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
国
債
市

場
介
入
と
引
き
替
え
に
イ
タ
リ
ア
政
府
に
二
〇
一
三
年
ま
で
の
財
政

均
衡
を
求
め
、
イ
タ
リ
ア
議
会
は
財
政
緊
縮
措
置
を
強
化
し
た
。
ス

ペ
イ
ン
は
与
野
党
合
意
に
よ
り
二
〇
年
以
降
財
政
赤
字
を
〇
・
四
％

以
下
に
抑
え
る
規
定
を
憲
法
に
書
き
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。

　

ド
イ
ツ
連
銀
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
国
債
購
入
は
Ｅ
Ｕ
の
基
本
条
約
違
反

と
批
判
し
て
い
る
が
、
火
事
へ
の
放
水
に
反
対
す
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。通
貨
ユ
ー
ロ
に
は
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
Ｅ
Ｕ
財
務
省
が
な
い
。
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Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
そ
の
代
行
に
ま
で
手
を
広
げ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

飛
躍
的
な
制
度
改
革
の
必
然
性

　

Ｅ
Ｕ
は
本
年
三
月
の
首
脳
会
議
で
構
造
問
題
へ
の
対
応
策
を
ま
と

め
た
。
構
造
改
革
（
労
働
市
場
や
税
制
）、
財
政
赤
字
縮
小
、
マ
ク

ロ
経
済
不
均
衡
を
監
視
し
て
是
正
措
置
を
勧
告
す
る
方
式
の
「
ヨ
ー

ロ
ピ
ア
ン
・
セ
メ
ス
タ
ー
」
が
一
一
年
に
開
始
さ
れ
た
。
七
月
二
一

日
の
ユ
ー
ロ
圏
首
脳
会
議
で
は
財
政
・
金
融
危
機
へ
の
対
策
強
化
で

合
意
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
第
二
次
支
援
一
〇
九
〇
億
ユ
ー
ロ
と
欧

州
金
融
安
定
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
（
Ｅ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
）
の
強
化
で
あ
る
。

　

第
二
次
ギ
リ
シ
ャ
支
援
は
、
強
化
さ
れ
る
Ｅ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
（
以
後
Ｅ
Ｆ

Ｓ
Ｆ
Ⅱ
）
が
担
当
し
、
ロ
ー
ン
期
間
一
五
年
か
ら
三
〇
年
、
返
済
猶

予
期
間
一
〇
年
、
ロ
ー
ン
金
利
は
三
・
五
％
強
、
と
非
常
に
寛
大
な

条
件
と
な
っ
て
い
る
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
も
適
用
）。

　

第
一
次
支
援
は
期
間
七
年
半
、
ロ
ー
ン
金
利
は
五
％
超
と
懲
罰
的

意
味
合
い
を
も
た
せ
た
が
、
ギ
リ
シ
ャ
は
三
年
続
き
の
マ
イ
ナ
ス
成

長
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
一
〇
％
以
上
落
ち
込
ん
で
い
る
。
第
二
次
支
援
は
ギ

リ
シ
ア
の
経
済
成
長
を
重
視
し
て
お
り
、
大
き
な
前
進
と
言
え
る
。

　

Ｅ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ⅱ
は
、
ロ
ー
ン
の
資
金
規
模
を
四
四
〇
〇
億
ユ
ー
ロ

に
引
き
上
げ
る
（
こ
れ
ま
で
は
実
質
二
五
〇
〇
億
ユ
ー
ロ
が
上
限
）。

ま
た
、
①
支
援
候
補
国
（
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
）
へ
の
「
予

防
的
融
資
」、
②
ユ
ー
ロ
圏
内
の
銀
行
へ
の
公
的
資
金
注
入
、
③
既

発
国
債
の
市
場
で
の
買
い
取
り
、
と
い
う
三
つ
の
新
機
能
を
与
え
ら

れ
る
。
稼
働
す
れ
ば
、
危
機
国
の
国
債
買
い
取
り
や
金
融
安
定
措
置

は
Ｅ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ⅱ
が
担
い
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
金
融
政
策
と
の
二
本
柱
体
制
と

な
る
。
Ｅ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ⅱ
の
買
い
取
っ
た
国
債
を
担
保
に
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
流
動

性
を
供
給
す
れ
ば
、
危
機
対
応
能
力
は
格
段
に
向
上
す
る
。

　

Ｅ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ⅱ
協
定
は
現
在
ユ
ー
ロ
圏
各
国
議
会
で
審
議
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
批
准
を
待
っ
て
本
年
九
月
末
に
発
効
す
る
。
ド
イ
ツ
に
は

支
援
の
拡
充
に
対
す
る
反
対
者
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
ド
イ
ツ
産

業
連
盟
会
長
は
九
月
早
々
に
メ
ル
ケ
ル
首
相
に
宛
て
た
書
簡
の
中

で
、
ド
イ
ツ
産
業
の
繁
栄
は
ユ
ー
ロ
な
し
に
は
あ
り
え
ず
、
ド
イ
ツ

は
犠
牲
を
払
っ
て
も
制
度
強
化
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調

し
た
。
最
近
の
世
論
調
査
で
は
マ
ル
ク
回
帰
支
持
は
一
〇
％
以
下
で

あ
り
、
ド
イ
ツ
世
論
は
比
較
的
冷
静
に
事
態
を
見
て
い
る
よ
う
だ
。

　

ギ
リ
シ
ャ
は
い
ず
れ
債
務
再
編
に
追
い
こ
ま
れ
よ
う
。
し
か
し
他

方
で
は
、
財
政
・
金
融
危
機
が
ユ
ー
ロ
制
度
の
改
革
を
推
し
進
め
て

い
る
。ス
ペ
イ
ン
、イ
タ
リ
ア
の
金
融
危
機
が
深
ま
る
と
す
れ
ば
、ユ
ー

ロ
圏
共
同
債
の
発
行
や
ユ
ー
ロ
圏
財
務
省
設
置
な
ど
飛
躍
的
な
制
度

改
革
を
進
め
ざ
る
を
え
な
く
な
ろ
う
（
Ｅ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ⅱ
は
ユ
ー
ロ
圏
財

務
省
へ
の
第
一
歩
と
み
な
せ
る
）。
五
年
後
に
は
危
機
対
応
措
置
を
備

え
た
強
固
な
ユ
ー
ロ
制
度
が
出
現
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
■




